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第１章 中間見直しの考え方

１ 中間見直しの概要

令和３年３月に策定した第２期おおむら支え合いプラン（大村市地域福祉計画・大村市地域福祉

活動計画）（以下「本計画」という。）は、令和３年度から令和１２年度までの１０年間を計画期間と

し、様々な施策に取り組んできました。

この度、本計画の策定から５年目を迎え、これまでの取組の評価を行い、社会情勢の変化や取組

内容の状況を踏まえ、本計画の見直しを行うこととしました。

具体的には、引き続き「向こう三軒両どなり みんなつながり支え合い いきいき安心おおむら

づくり」を基本理念として、本計画の策定時に定めた「第４章 地域福祉を進めるための取組」につ

いて、見直しを行うものです。

２ 計画の位置づけと関連計画

大村市地域福祉計画は、社会福祉法第１０７条の規定に基づき策定する計画です。「大村市総合

計画」を上位計画として位置づけ、本市の他の個別計画と整合性を図り、共通して取り組むべき事

項を整理して策定しています。

なお、大村市社会福祉協議会との協働により、地域福祉を実践するためのアクションプランであ

る「大村市地域福祉活動計画」と一体的に「おおむら支え合いプラン」として策定しています。
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第１章

中間見直しの考え方

３ 計画の期間

本計画の計画期間は令和３年度から令和１２年度までの１０年間であり、各関連計画の計画期間

は以下のとおりです。

（計画の期間）

※成年後見制度利用促進計画は、第２期おおむら支え合いプランに包含して策定しています。

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

(2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028) (2029) (2030)

年度　
　計画名

上

位

計

画

福　

祉　

関　

連　

計　

画

健康おおむら２１計画

 大村市高齢者保健福祉計画

大村市介護保険事業計画

 おおむら子ども・子育て

支援プラン

大村市障害者基本計画

大村市障害福祉計画

大村市障害児福祉計画

大村市総合計画

　　　　　おおむら支え合いプラン
・地域福祉計画　・地域福祉活動計画

・成年後見制度利用促進計画※

第10期計画

第５次障害者基本計画

第８期障害福祉計画

第４期障害児福祉計画
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第２章 本市の現状と将来の人口

（１）人口の推移

☑人口は増加を続けていますが、少子高齢化が進行し、将来的には人口減少へ転じると

予測しています。

（出典：大村市内部資料（国調ベース）、国立社会保障・人口問題研究所推計）
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第２章

本市の現状と将来の人口

（２）配偶者関係、単身世帯の推移

☑既婚者の比率は近年横ばいですが、単身世帯の比率は増加傾向にあります。

（出典：国勢調査）
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第２章

本市の現状と将来の人口

（３）高齢者世帯の推移

☑核家族化や高齢化の進行により、高齢者のみの世帯が増加を続けています。

（出典：国勢調査）

（出典：国勢調査）
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第２章

本市の現状と将来の人口

（４）要介護認定者の推移

☑要介護認定を受ける人は増加していましたが、近年は横ばいになっています。

（出典：大村市内部資料）

（５）障がい者の推移

☑障がいのある人は横ばいから微増傾向にあります。

（出典：大村市内部資料）
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第２章

本市の現状と将来の人口

（６）地域活動組織の推移

☑町内会等の加入率は減少が続いています。

（出典：大村市内部資料）

（出典：大村市内部資料）
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【町内会加入世帯・加入率の推移】
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第２章

本市の現状と将来の人口

（出典：大村市内部資料）
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子ども会員数 指導者・育成者数 子ども会加入率 子ども会数



9

第３章 取組の評価と課題

本計画では、基本理念に基づき地域福祉を推進するため、３つの基本目標とそれを達成するため

に必要な１２の基本施策を定めています。

今回の中間見直しに当たり、各基本目標ごとに設定した目標指標の検証を行うとともに、各基本

施策の令和３年度から令和６年度までの取組又は事業の主な実績と評価及び課題並びに今後の方向

性の整理を行いました。

基本目標Ⅰ

ふれあいを大切にする

地域づくり

基本目標Ⅲ

丸ごと受け止め解決に

つなげる体制づくり

基本目標Ⅱ

誰もが安心して暮らせる

地域づくり

基本施策１ 地域福祉の意識を広げる環境づくり

基本施策３ 地域福祉の担い手の確保・育成

基本施策２ 声を掛け・見守る地域づくりの推進

基本施策４ 地域活動の充実

基本施策９ 相談支援体制の充実

基本施策１０ 福祉サービスの適正な利用の確保

基本施策１１ 生活困窮者自立支援対策の推進

基本施策１２ 権利擁護の推進（成年後見制度利用促進計画）

基本施策６ 地域の防犯・安全体制づくりの推進

基本施策５ 地域の防災体制づくりの推進

基本施策７ 地域における健康づくりの推進

基本施策８ いきいきとした地域づくりの推進
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取組の評価と課題

第３章

目標指標 地域との交流やつながりがあると感じる人の割合

【検証結果】

コロナ禍による社会の変化や、第２章の「(2) 配偶者関係、単身世帯の推移」及び「(6) 地域活

動組織の推移」から見て取れるように、単身世帯が増加していること及び町内会、子ども会、老人ク

ラブ等の加入率が低下していることが地域との交流やつながりを感じる機会が減少している要因の

一つと思われます。

今後とも、町内会、子ども会、老人クラブ等の加入促進への取組をはじめとする本計画に記載の

各基本施策における取組を推進することにより割合の向上を図ります。

基本目標Ⅰ ふれあいを大切にする地域づくり

令和元年度(計画策定時)

４６．３％

令和６年度(現状)

４0．８％

令和 12年度(最終年度)

５３．２％

（令和7年度目標）４９．９％
（出典：市民満足度調査）
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取組の評価と課題

第３章

【主な取組】

【令和３年度から令和６年度までの主な実績等】

○取組又は事業の主な実績

福祉に関する内容の広報おおむらへの定期的な掲載、ホームページ、ＳＮＳ、社協だより等を活

用した広報活動に継続して取り組んでおり、令和６年３月からは新たにスマートフォンアプリ「お

むすび。」による広報活動も行っています。

また、「障がい」というキーワードのもと、毎年テーマを変え、イベント、講演会等を開催し、障

がいについての啓発を図るとともに、世界アルツハイマーデーや世界自閉症啓発デーなどの世界的

又は全国的な啓発イベントに併せて、広報紙、パネル展示、ホームページ、ＳＮＳによる広報、大村

公園等のライトアップを行うなど、啓発・広報活動を図っています。

基本施策１ 地域福祉の意識を広げる環境づくり

①啓発・広報活動の推進

取組又は事業 概要

広報おおむらを活用した福祉

の広報活動

広報おおむらへ福祉に関する記事を掲載し、意識の啓発を行い

ます。

インターネットを活用した

福祉の広報活動

ＳＮＳやスマートフォンアプリなどを活用し、福祉に関する広

報活動を行います。

○○週間等の周知

障害者週間や世界アルツハイマーデーなどの福祉関係の啓発

期間に併せて、広報おおむらへの特集記事掲載や大村公園等の

ライトアップによる啓発活動を行います。

障がい者福祉関連イベント

による啓発

様々なテーマで障がいに関する研修会などを開催し、障がいの

あるなしに関わらず幅広い住民に対し、障がいについての啓発

を行います。

おおむら支え合いプランの

周知

広報おおむらやホームページへの掲載、公共施設への閲覧用冊

子の設置など、おおむら支え合いプランの周知を図ります。

社協だより等を活用した啓

発活動
社協が作成する広報紙等を活用し、啓発活動を行います。
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取組の評価と課題

第３章

○評価及び課題

各種イベント等の開催のほか、市や社会福祉協議会の広報紙、インターネットを活用した啓発・

広報活動に積極的に取り組んでいますが、効果的なテーマの選定、情報の見やすさや伝わりやすさ

の工夫及びターゲットに応じた情報発信手段の在り方の検討を行っていく必要があります。

○今後の方向性

引き続き、啓発・広報活動に取り組むとともに、効果的なテーマの選定、情報の伝え方の工夫、タ

ーゲットに応じた情報発信手段の在り方等を検討します。

▼手話の出前講座の開催

▼社協だより「かけはし」
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取組の評価と課題

第３章

【主な取組】

【令和３年度から令和６年度までの主な実績等】

○取組又は事業の主な実績

小・中・高校において、身体障がい者、視覚障がい者、高齢者等の当事者体験や福祉講話等の福祉

教育、障がい者との交流学習等の取組を実施しています。

また、子育て及び子育て支援に関する講座等を開催して、子育てストレスの軽減や育児不安の解

消を図り、子どもの健やかな育ちを支援しています。

○評価及び課題

小・中・高校生への福祉教育について、学校等からの要望や他団体の取組事例等を踏まえて適宜

見直しを続けてきたことにより、依頼件数の増加につながっています。一方で、地域の施設、団体等

が福祉教育に関わる機会が少なく、学校との取組に留まっています。

○今後の方向性

引き続き、福祉教育に取り組むとともに、地域の各種団体が積極的に福祉教育に関わる環境づく

りに努めます。また、子育て及び子育て支援について、ホームページやＳＮＳでの周知の仕方を工

夫していきます。

②福祉教育の推進

取組又は事業 概要

障がい者団体と小学生の交

流学習

小学校や特別支援学校で、障がい者と児童による「花植え交流

会」を実施し、ふれあいの場を作ります。

子育て支援センター活動事

業

地域子育て支援センターにおいて、子育てに関する講座の企画

及び開催を行います。

学校等における福祉教育
市内の学校等に出向き、車いす体験や高齢者疑似体験学習、福

祉講話等の福祉学習を行います。
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取組の評価と課題

第３章

【主な取組】

【令和３年度から令和６年度までの主な実績等】

○取組又は事業の主な実績

健康・福祉まつりは、高齢化社会に応じた市民の健康づくりや福祉への意識の高揚を図り、市民

総参加の健康で生きがいのあるまちづくりを目指していくことを目的として開催しています。

令和６年６月に「大村ノウフクネットワーク」を設立し、同年１０月に、これまでに取り組んでき

た農福連携のパネル展を開催しています。また、福祉事業所主催によるマルシェが同時に開催され

ています。

○評価及び課題

健康・福祉まつりは、コロナ禍前と比較すると来場者、参加団体ともに減少してきており、来場者

数及び参加団体数の増加に向けた検討が必要です。

○今後の方向性

健康・福祉まつりについては、さらなる来場者数及び参加団体数の増加を目指し、健康・福祉のま

ちづくりをテーマとして、市民が気軽に参加、体験できる保健・医療・教育・福祉・介護・食育推進

といった分野のコーナーや、バザー、健康チェック・体験型コーナーの設置等による総合的なまつ

りの開催に取り組み、市民が健康・福祉にふれあう機会を増やします。

農福連携に関する取組については、「大村ノウフクネットワーク」の活動により、農業の担い手不

足の解消、障がい者施設の工賃向上等、双方の課題解決につなげます。

③分野を越えてふれあう機会の取組

取組又は事業 概要

複合的な福祉関連イベント

の実施

健康・福祉まつりなどにおいて、福祉の関係団体等と連携し複

合的なイベントを行います。

農福連携マルシェの実施

農業と福祉のコラボイベント「農福連携マルシェ」を実施し、

障がい者にとっての職域拡大や働くことによる収入増、農業の

担い手不足解消につなげます。
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取組の評価と課題

第３章

【主な取組】

【令和３年度から令和６年度までの主な実績等】

○取組又は事業の主な実績

赤ちゃん訪問事業では、全ての誕生児の家庭の産婦やその家族に対して、市職員及び地域の母子

保健推進員が訪問による面談を実施し、適切な保健指導や子育てに関する情報提供を行っています。

認知症高齢者見守り事業に関しては、関係団体等による高齢者等見守りネットワーク協議会にお

いて見守り支援のための関係の構築を図るとともに、認知症高齢者等の徘徊発生時の捜索活動を支

援する事業所、団体等との連携協定に基づく認知症高齢者等ＳＯＳネットワークを組織しています。

食の自立支援事業では、高齢者の栄養状態の維持及び改善、見守り等を目的として管理栄養士が

訪問、電話等により食事指導、食の情報提供を行うとともに、配食などの食生活関連サービスの紹

介等を実施しています。

基本施策２ 声を掛け・見守る地域づくりの推進

①子ども・高齢者・障がい者への見守りと支援

取組又は事業 概要

赤ちゃん訪問事業
全ての誕生児の家庭を生後４か月までに訪問し、適切な保健指

導や子育ての情報提供を行います。

認知症高齢者見守り事業

高齢者等見守りネットワーク協議会を開催し、高齢者等の見守

り支援を行うためのネットワーク構築を図ります。また、認知

症による徘徊行動のある高齢者向けにＧＰＳの貸与を行いま

す。

食の自立支援事業

高齢者に対し、管理栄養士が訪問や電話などにより食事指導、

食の情報提供などを行います。また、民間の配給サービスの活

用等により見守りにつなげます。

認知症サポーター養成講座
認知症を理解し、支援する人を地域に増やすため、認知症サポ

ーター養成講座を開催します。

ごみのふれあい収集事業

家庭ごみを集積所まで運ぶことが困難な高齢者や障がいがあ

る方などを対象に、玄関先などでごみ収集を行い、希望者には

収集時に見守り活動として声掛けをします。

障害者自立支援協議会にお

ける障がい者の地域生活支

援

障害者自立支援協議会各部会において、障がい者の地域生活の

支援に必要な体制づくりを行います。
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取組の評価と課題

第３章

ごみのふれあい収集事業では、家庭ごみの集積所までの搬出が困難な高齢者、障がい者等を対象

として、見守りと支援に取り組んでいます。また、認知症サポーター養成講座の開催、障害者自立支

援協議会の各部会における事例検討等を通じた関係者の連携強化などの支援に必要な体制づくりに

取り組んでいます。

○評価及び課題

赤ちゃん訪問事業については、新生児・乳幼児の発育に関する不安軽減が図られており、必要に

応じて継続支援等につなげていきます。

認知症高齢者見守り事業に関しては、認知症高齢者等ＳＯＳネットワークの事前登録をされた方

の徘徊による行方不明が発生した場合に、警察、関係機関等との協力による発見につながっていま

すが、今後、独居高齢者等の増加が見込まれており、見守り体制を充実させる必要があります。

食の自立支援事業は、コロナ禍後の令和５年度から対応件数が回復しています。

ごみのふれあい収集事業は、収集件数が安定しており、一定のサポートができていると考えてい

ます。

認知症サポーター養成講座について、様々な年代、組織・団体等を対象に実施し、令和４年１０月

には認知症サポーターが１万人を突破するなど、認知症を理解する人の増加を図っています。

○今後の方向性

今後さらに独居高齢者等の増加が見込まれる中、地域のつながりの重要性について啓発を行い、

見守り体制の充実を図ります。

▼ごみのふれあい収集
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取組の評価と課題

第３章

【主な取組】

【令和３年度から令和６年度までの主な実績等】

○取組又は事業の主な実績

広報おおむら等で、福祉分野における特集記事を掲載し、ＳＮＳなどで福祉に関するイベント等

を周知するなど啓発・周知活動に取り組んでいます。また、大村市ボランティアセンターの広報紙

「あいわーく通信」やホームページ等において、ボランティア団体の紹介を行うなどボランティア

人材の発掘及び活性化に向けて、取り組んでいます。

○評価及び課題

適切なタイミングで広報紙等での情報発信を行っていますが、対象に応じて適切な広報媒体を選

択し、活用する必要があります。

○今後の方向性

引き続き、啓発・広報活動に取り組むとともに、イベントなどの内容によって広報媒体を使い分

け、適切な情報発信に努めます。

基本施策３ 地域福祉の担い手の確保・育成

①新たな担い手の掘り起こし

取組又は事業 概要

広報媒体を活用した情報発

信

広報おおむらやホームページ、ＳＮＳ等の広報媒体を活用し

て、地域の様々な交流イベントを紹介し、地域への関心を高め

て誰でも気軽に参加できる雰囲気づくりを行います。

ボランティア団体の活動紹

介

大村市ボランティアセンターが作成する広報紙「あいわーく通

信」でボランティア団体の紹介を行います。
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取組の評価と課題

第３章

【主な取組】

【令和３年度から令和６年度までの主な実績等】

○取組又は事業の主な実績

住み慣れた地域でみんなが支え合うまちづくりの実現に向けて、地域住民主体の地域における支

え合い活動を広げるため、｢大村市地域の支え合いフォーラム｣を開催し、活動の支え手の支援を行っ

ています。

社会福祉協議会においては、ボランティア育成講座及びボランティア交流会を開催し、活動の活

性化に向けて、取り組んでいます。また、２年に１度、社会福祉大会を開催し、社会福祉事業に功績

のあった個人及び団体の表彰や地域福祉に関する講演会等を実施しています。このほか、学校やボ

ランティアと協力し、子どもたちへの福祉教育に取り組んでいます。

○評価及び課題

地域住民主体の地域における支え合い活動について、市民の関心や理解を深めるため、さらなる

周知活動に取り組む必要があります。

ボランティア人材の高齢化により活動継続が困難となるケースが増加していることから、世代交

代に向けた取組が必要となっています。

また、学校において福祉教育を進めるには、授業時間の確保や他団体との協働が必要です。

○今後の方向性

引き続き、市民向けのセミナーを開催し、支え合いの必要性について周知を継続します。

また、若者世代を対象としたボランティア交流会を開催するなど、若年層に焦点を当てたアプロ

ーチを展開します。

福祉教育では、地域、学校、当事者、施設などの全ての人が学び合うことが人材育成につながるた

め、年齢や目的に応じたプログラムを検討します。

②地域活動を担う人材の育成

取組又は事業 概要

市民向けセミナーの開催
市民向けに地域福祉関係のセミナーや講演会を開催し、地域活

動を担う人材の育成に取り組みます。

ボランティア育成講座の開

催

ボランティアセンターが主体となってボランティア育成講座

を開催し、ボランティア意識の啓発や活動意欲を高めます。

社会福祉大会の開催

隔年で社会福祉大会を開催し、社会福祉事業に功績のあった個

人や団体の表彰や地域福祉に関する講演会等を行い、地域福祉

の推進を図ります。
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取組の評価と課題

第３章

【主な取組】

【令和３年度から令和６年度までの主な実績等】

○取組又は事業の主な実績

地域活動組織の加入促進の取組として、町内会に関しては町内会長会連合会と連携した企業、団

体及び自衛隊への加入呼びかけの依頼、住宅関連事業者との会合等の取組を行っています。

子ども会に関しては、ポスター、チラシ、公民館だより等で活動内容等の周知を行っています。

老人クラブに関しては、令和６年度から大村市老人クラブ連合会作品展を会員以外の方も参加対

象として広く参加を呼びかけ、同作品展の開催期間中は来場者に加入促進のチラシを配布していま

す。

地域住民が自ら考え、自ら行う地域づくりの活動等に対し、地域げんき交付金及びなんでんかん

でんチャレンジ４０助成金を交付しています。また、ボランティアセンターにおいて、ボランティ

ア活動やＮＰＯ活動の支援のため、相談への対応並びに情報の収集及び提供を行うとともに、団体

又は個人の登録、ボランティア先の紹介や調整を行っています。

基本施策４ 地域活動の充実

①各団体等への活動に対する支援

取組又は事業 概要

地域活動組織の加入促進
町内会、子ども会、老人クラブといった地域の核となる組織の

加入促進を行います。

住民主導型地域活性化事業

地域住民が自ら考え、自ら行う地域づくりの活動等に対し、地

域げんき交付金やなんでんかんでんチャレンジ４０助成金を

交付します。

ボランティア（活動、団体設

立・運営等）に関するアドバ

イス、周知・啓発

ボランティアやＮＰＯ活動に関する情報の収集や提供を行う

とともに、ボランティア活動をしたい方を登録し、活動先の調

整を行います。

福祉関係団体の連携
福祉関係団体の円滑な運営のため、総合福祉センター内にある

福祉関係団体との連絡協議会を開催します。
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取組の評価と課題

第３章

○評価及び課題

各団体への加入促進の取組として様々な活動を行っていますが、加入率の低下に歯止めがかから

ない状況となっています。

地域げんき交付金及びなんでんかんでんチャレンジ４０助成金を交付することにより、市民活動

による活気と魅力あるまちづくりに貢献する活動の支援に取り組んでいます。

ボランティアセンターにおいて、継続的に支援を行うことにより、ボランティア登録が個人・団

体ともに増加傾向にあり、相談件数も年々増加しています。一方でボランティアの高齢化等が課題

になっています。

○今後の方向性

令和７年４月に｢大村市町内会への加入及び町内会活動への参加の促進に関する条例｣を施行する

など、引き続き各団体のそれぞれの加入促進の取組を継続して実施するとともに、スマートフォン

のアプリのお知らせ機能を活用した周知など、加入促進に向けた新たな取組の検討を行います。

若者世代を中心にボランティア活動への理解を深めていただくため、市やボランティアセンター

のホームページやＳＮＳを活用した情報発信を行い、ボランティア活動の周知・啓発を進めます。

▼みうら勘作まつり

▼ボランティア活動
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取組の評価と課題

第３章

【主な取組】

【令和３年度から令和６年度までの主な実績等】

○取組又は事業の主な実績

社会福祉協議会において、ボランティア団体、ＮＰＯ、民生委員・児童委員等で構成する市民活動

推進協議会を開催し、市民活動の恒常的な展開を図るため、意見交換や情報交換を行っています。

また、地区社会福祉協議会での活動や取組について、意見交換を行うことを目的として、地区社会

福祉協議会交流会を開催しています。

○評価及び課題

ボランティア活動の活性化に向けた協議や地域活動に関し活発に意見交換を行う中で、市民活動

を支援することを目的とした財源や地区社会福祉協議会の活動経費についての需要が高まっていま

す。また、地区活動計画について、依然として未策定の地区があります。

○今後の方向性

財源等の確保について、活用できる制度等を模索しつつ、関係機関とともに検討を行っていきま

す。また、地区活動計画の未策定地区に対しては、引き続き働きかけを行います。

小地域ネットワーク台帳の活用については、民生委員児童委員連絡協議会において、小地域ネッ

トワーク台帳の作成が行われないこととなったため、廃止します。

②身近な地域での地域福祉の推進

取組又は事業 概要

市民活動推進協議会の開催

ボランティア団体、ＮＰＯ、民生委員・児童委員、行政などの

委員で構成する市民活動推進協議会を開催し、市民活動の恒常

的な展開を図ります。

小地域ネットワーク台帳の

活用

民生委員児童委員連絡協議会が作成する小地域ネットワーク

台帳の共有により連携を図り、見守り等の強化を行います。

地区活動計画の策定と推進

地域福祉活動計画推進のため、地区社協会長会や福祉団体連絡

会議を開催し、地区活動計画未策定地区において、計画の策定

を行い地域福祉の推進に努めます。
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取組の評価と課題

第３章

【主な取組】

【令和３年度から令和６年度までの主な実績等】

○取組又は事業の主な実績

指定管理者である社会福祉協議会において、総合福祉センターを地域福祉の拠点とするため、利

用者からアンケートで意見等を聴取し、聴取した意見等を市と共有するとともに必要に応じて利用

環境の改善等を行い、更なる利用促進に努めています。

○評価及び課題

アンケートの意見等について、必要に応じて利用環境を改善するなどおおむね迅速に対応するこ

とができました。

○今後の方向性

引き続きアンケートの意見等を総合福祉センターの運営に活かし、更なる利用促進に努めます。

③地域福祉を推進する拠点づくり

取組又は事業 概要

総合福祉センターの利用促

進

総合福祉センターを地域福祉の拠点とするため、利用団体との

懇談会の意見を総合福祉センターの運営に活かし、さらなる利

用促進に努めます。
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取組の評価と課題

第３章

目標指標 介護予防のための通いの場の数

【検証結果】

地域の「通いの場」の立ち上げを応援する「楽笑会」の開催により、住民主体の通いの場として継

続した活動につながったほか、生活支援コーディネーターが中心となり自主活動につながりそうな

個人や団体へ支援を行ったことなどにより、計画策定時に設定した最終年度の目標値を達成してい

ることから、当該目標値の見直しを行います。

基本目標Ⅱ 誰もが安心して暮らせる地域づくり

令和元年度(計画策定時)

２１か所

令和６年度(現状)

１３２か所

令和 12年度(最終年度)

１００か所以上

（令和７年度目標）１００か所
（出典：大村市内部資料）
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取組の評価と課題

第３章

【主な取組】

【令和３年度から令和６年度までの主な実績等】

○取組又は事業の主な実績

各町内会へ自主防災組織の結成及び活動並びにそれに対する補助金及び交付金についての説明等

を行うとともに、既設の自主防災組織や町内会での自主防災訓練への支援を行っています。また、

必要に応じて防災ラジオ、ＳＮＳにより、各種警報等の情報、避難所の開設情報などを発信してい

ます。

○評価及び課題

コロナ禍において、自主防災組織の結成数及び活動数ともに減少していましたが、コロナ禍後に

おいて、少しずつ増加しています。

○今後の方向性

引き続き、自主防災組織の結成促進及び自主防災訓練の支援を行うとともに、令和７年度からス

マートフォンアプリ「おむすび。」でも各種警報等の情報、避難所の開設情報などの発信を開始する

など、災害情報の発信に努めます。

地域の防災体制づくりの推進基本施策５

①地域の防災体制の整備

取組又は事業 概要

自主防災組織の結成と訓練

の支援

地域防災にとって重要な自主防災組織の結成を呼びかけると

ともに、自主防災組織に対する訓練を支援し、防災に対する意

識を高めます。

災害情報の発信

自然災害などから市民の生命、身体及び財産を守るため、市内

全世帯、民間事業所へ防災ラジオを無償貸与し、災害情報等の

発信を行います。また、Facebook や LINE などのＳＮＳも活用

した情報発信を行います。
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取組の評価と課題

第３章

【主な取組】

【令和３年度から令和６年度までの主な実績等】

○取組又は事業の主な実績

災害時等において自力での避難が困難で、支援が必要と思われる人を対象に避難行動要支援者名

簿への登録を呼びかけ、消防、警察等の関係機関と情報を共有するなど災害時に速やかな避難支援

を受けられるよう支援体制の整備に取り組んでいます。

福祉介護避難所の確保を図るため、令和６年度に新たに１施設と協定を締結しています。

市と社会福祉協議会において、令和４年６月に「大村市災害ボランティアセンターの設置・運営

等に関する協定」を締結し、情報共有や協力関係の維持に努めています。また、災害時の助け合いの

仕組みや災害ボランティアセンターの機能に関する研修会、スタッフリーダー向け災害ボランティ

アセンター運営者研修を開催しています。

○評価及び課題

避難行動要支援者名簿への登録を呼びかけていますが、個人情報の関係機関への提供に関する同

意の取得が約４０％に留まっています。また、各種研修会を開催することにより、市民の防災意識

の向上及び災害時の共助の意識の向上を図りました。災害ボランティアセンターについては、地域

向けの運営訓練の機会を確保し、大規模災害時に円滑な運営ができる体制を構築していく必要があ

ります。

○今後の方向性

引き続き、避難行動要支援者名簿への登録の呼びかけ及び個人情報の提供への同意への働きかけ

並びに個別避難計画の作成を進めるとともに、福祉介護避難所の確保を図ります。また、大規模災

害時に災害ボランティアセンターを円滑に運営できるよう、地域協働型災害ボランティアセンター

への移行について検討を行います。

②地域の避難支援体制づくりの推進

取組又は事業 概要

避難行動要支援者への支援

自力での避難が困難で支援が必要と思われる人を対象に名簿

への登録を呼びかけ、災害時に速やかな避難支援を受けられる

よう支援体制を整備します。

福祉介護避難所の確保

指定避難所などでの避難生活が困難な、特別な配慮を要する、

避難行動要支援者を受け入れるため、福祉施設等と協定を締結

し、災害時の２次的避難所の確保に努めます。

災害後の生活再建に向けた

共助の取組の推進

大規模災害時における、被災者の早期生活再建を促進するた

め、災害ボランティアセンターが円滑に運営できる体制づくり

を行います。
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取組の評価と課題

第３章

【主な取組】

【令和３年度から令和６年度までの主な実績等】

○取組又は事業の主な実績

地区防犯協会や大村わんわんパトロール隊などの防犯ボランティア団体の活動に対する支援、子

ども１１０番の家の登録に関する大村市青少年健全育成連絡協議会及び大村市少年補導委員連絡協

議会との連携、町内会からの要望をもとにした防犯灯の新規設置に取り組んでいます。また、児童、

生徒に対して、自転車の盗難防止、誘拐の被害に遭わないためのルール、サイバー犯罪等の地域の

犯罪実績や年齢層に応じた注意喚起のチラシを配布し、防犯に関する周知・啓発活動を行っていま

す。

○評価及び課題

大村わんわんパトロール隊のリーフレットやホームページの作成及び広報活動の支援を行い、期

間中に隊員登録数が１８３名増加しました。

子ども１１０番の家に関しては、子どもたちがトラブル回避に利用した実績はなく、子ども１１

０番の家の旗が一定の抑止力になっていると考えていますが、期間中に登録件数が２５件減少して

います。また、ＳＮＳによる犯罪や自転車の盗難件数が増加傾向にあり、家庭における防犯対策に

ついての情報共有が必要です。

地域の防犯・安全体制づくりの推進基本施策６

①地域の防犯体制の整備

取組又は事業 概要

ワンワンパトロール

通学路等において、犬の散歩をしながら子どもたちに愛の声か

けを行うボランティア活動「ワンワンパトロール」を実施し、

防犯意識の啓発を行います。

子ども１１０番の家の設置

子どもたちが危険に遭遇したりトラブルに巻き込まれそうに

なった際、助けを求めて駆け込むことができるよう、地域の

方々に「子ども１１０番の家」への協力を働きかけます。

防犯灯の設置 防犯灯の設置により、地域の防犯活動の支援を行います。

地域安全運動
小学校や中学校の登下校時間帯に、児童、生徒に対する防犯啓

発活動を行います。
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取組の評価と課題

第３章

○今後の方向性

わんわんパトロールについては、大村わんわんパトロール隊の広報活動を引き続き支援し、隊員

登録数の増加を図ります。

子ども１１０番の家については、大村市青少年健全育成連絡協議会や大村市少年補導委員連絡協

議会、保護司会など各機関と連携を図り、登録依頼を実施していくとともに、大村市内の子ども１

１０番の家マップの作成を検討します。

防犯灯のうち、市が設置して町内会が管理しているものの電気代の２分の１程度について、令和

７年度から新たに補助を開始するとともに、新たな住宅地の開発も行われていることから、設置に

ついても継続して取り組みます。また、本市における犯罪の発生件数は増加しており、今後も継続

して、小学校や中学校の児童生徒に対して、防犯対策における周知啓発を行います。
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取組の評価と課題

第３章

【主な取組】

【令和３年度から令和６年度までの主な実績等】

○取組又は事業の主な実績

町内会、ＰＴＡなど地域からの要望をもとに見通しの悪いカーブや交差点へのカーブミラーの設

置、鏡面交換、区画線の引き直しなどを行い、交通事故防止に取り組んでいます。また、児童生徒の

安全な登校のため、ＰＴＡや交通指導員による立哨活動を実施し、通学路の横断歩道等で安全な誘

導を行うとともに交通安全の啓発に努めています。

○評価及び課題

カーブミラーについては、設置要望が多いため、令和６年度から要望の受付期間を設け、予算を

確保し、危険箇所と認められた場所に翌年度に設置することとしました。

交通安全運動期間やゼロの付く日（10 日、20日、30 日）などに立哨指導を行っており、登下校中

における児童生徒の大きな交通事故は発生していない状況です。一方で、交通指導員の不足により、

配置ができていない箇所があるため、交通指導員の会員の確保を図っていく必要があります。

○今後の方向性

引き続き、危険箇所と認められた場所にカーブミラーの設置などを行います。また、交通指導員

の会員の確保を図るとともに、ＰＴＡと協力し市民や児童生徒の安全を守ります。

②地域の交通安全の推進

取組又は事業 概要

カーブミラー等の設置
地域の要望に応じて見通しの悪い交差点等にカーブミラー等

を設置し、地域の交通安全に寄与します。

交通安全指導事業
大村市交通指導員による交通安全推進等の活動を行い、交通事

故防止を図ります。
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取組の評価と課題

第３章

【主な取組】

【令和３年度から令和６年度までの主な実績等】

○取組又は事業の主な実績

地域の公民館等で各専門職による健康づくりや生活習慣病に関する健康教室等の開催、ウォーキ

ング、健康体操等を通じて地域住民の健康づくりを支援する「健康づくり推進員」の養成及び資質

の向上並びに活動の支援に取り組んでいます。

○評価及び課題

健康教室等の開催数は、申込み状況により増減しています。また、健康づくり推進員活動への市

民の参加者数は、コロナ禍後は回復傾向にありますが、健康づくり推進員の平均年齢が高いため、

今後負担なく活動を続けるためには後継者の育成が必要です。

○今後の方向性

生活習慣病予防に関する普及啓発や健康教室等を開催します。また、健康づくり推進員の活動の

継続を図るため、引き続き健康づくり推進員対象の講座を開催するとともに、健康づくり推進員の

養成を行います。

地域における健康づくりの推進基本施策７

①地域における健康づくりの推進

取組又は事業 概要

健康教室の開催
地域住民の健康の増進を図るため、医師、保健師、管理栄養士、

健康運動指導士などによる健康教室を開催します。

健康づくり推進員活動

ウォーキングや健康体操などを通じて地域住民の健康づくり

を支援する「健康づくり推進員」の養成及び活動の支援、周知

を行い、住民の健康づくりに取り組みます。
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取組の評価と課題

第３章

【主な取組】

【令和３年度から令和６年度までの主な実績等】

○取組又は事業の主な実績

食に関する活動を通じて地域住民の健康づくりを支援する「食生活改善推進員」の養成講座の開

催及び活動の支援に継続して取り組んでいます。

○評価及び課題

食生活改善推進員の平均年齢が高く、人数も減少傾向であるため、今後負担なく活動を続けるた

めに世代交代に向けた働きかけが必要となっています。

○今後の方向性

今後も継続して食生活改善推進員の養成講座を開催するとともに、ＳＮＳ等を通じた食生活改善

推進員の活動の周知に努めます。

②地域における食育の推進

取組又は事業 概要

食生活改善推進員活動

食に関する活動を通じて地域住民の健康づくりを支援する「食

生活改善推進員」の養成及び活動の支援、周知を行い、住民の

健康づくりに取り組みます。

▼食生活改善推進員の活動
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取組の評価と課題

第３章

【主な取組】

【令和３年度から令和６年度までの主な実績等】

○取組又は事業の主な実績

ケアマネージャーの資質向上及び多職種協働による課題に取り組むため、研修会や学習会を開催

するとともに、支援困難事例については解決に向けて医療・介護等の関係機関と連携したり、地域

ケア会議等の開催を行うなど、地域の連携・協力体制の整備に継続して取り組んでいます。また、多

職種連携の取組を進めるとともに、２４時間コールセンター、救急医療情報キット、在宅医療等に

関する普及啓発を行っています。

○評価及び課題

研修会、学習会等の開催及びケース検討を通じて関係づくりを行い、他の職種及び関係機関との

連携が図られています。一方で、市民のニーズの多様化及び複雑化に伴い、課題解決に向けた知識

及び対応力の更なる向上が必要です。

○今後の方向性

ケアマネージャーの課題解決に向けた知識及び対応力の更なる向上を図り、多くの事業所から参

加していただけるよう実践的で役立つテーマの選定を検討します。また、救急医療情報キットの利

用促進を図るため、パッケージ及び内容の改善に向けた検討を行います。

いきいきとした地域づくりの推進基本施策８

①地域包括ケアシステムの推進

取組又は事業 概要

包括的・継続的ケアマネジメ

ント事業

主任ケアマネージャーが、事業所のケアマネージャー等に対し

制度等に関する情報提供、支援困難事例への助言指導、医療機

関を含めた関係機関との連携体制の支援を行います。また、介

護保険サービス以外の地域における様々な社会資源を活用で

きるよう、地域の連携・協力体制を整備します。

在宅医療・介護連携推進事業

医療・介護関係職の多職種連携の推進や２４時間コールセンタ

ー、救急医療情報キット、在宅医療等に関する普及啓発を行い

ます。
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取組の評価と課題

第３章

【主な取組】

【令和３年度から令和６年度までの主な実績等】

○取組又は事業の主な実績

住民主体の通いの場の立上げ及び活動の支援、地域ふれあい館の運営支援を行うほか、高齢者福

祉センターやコミュニティセンター、ふれあい館でレクリエーション、健康増進及び教養の向上の

ため、各種講座や「人生ノート」の書き方講座を開催しています。また、老人クラブが実施するレク

リエーションや地域との交流活動への支援、シルバー人材センターによる人材育成、新たな就業分

野の開拓等に取り組んでいます。

②高齢者の生きがいづくり

取組又は事業 概要

介護予防のための通いの場

の整備

地域に既存する趣味の会やサークル活動などを把握し、介護予

防の視点を持った活動を加えてもらうことで、新たな通いの場

を創出する。また、住民主体の活動が継続できるような支援体

制を整えることで、高齢者の健康づくりと生きがいづくりにつ

なげます。

熟年大学校事業

コミュニティセンターやふれあい館等を利用して、趣味的なも

のから教養講座まで、幅広い内容の講座を開催し、高齢者の生

きがい・学習意欲を高めます。

人生ノートの書き方講座

これまでの人生を振り返りこれからの人生を考えることで、人

生をより豊かなものにするためのツール「人生ノート」の書き

方講座を開催します。

老人クラブ活動促進
老人クラブが実施するレクリエーションや地域との交流活動

などを支援します。

シルバー人材センター事業

高齢者の能力の積極的な活用や就業機会の確保など、高齢者の

活躍の場を創出するため、シルバー人材センターによる人材育

成や情報発信のほか、新たな就業分野の開拓などを積極的に促

進します。
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取組の評価と課題

第３章

○評価及び課題

住民主体の通いの場の立上げ及び活動の支援により、通いの場の新設及び活動の継続につながっ

ています。一方で、通いの場のリーダーの高齢化に伴い、活動の継続が困難になるケースが増加し

ており、老人クラブにおいても会員の高齢化や役員のなり手不足に伴い、会員数及びクラブ数とも

に年々減少しています。

講座における高齢者のニーズは多様化しており、対応することが難しい場合があります。

シルバー人材センターは、その先進的な活動により、令和３年度には全国シルバー人材センター

事業協会総会において優良団体として表彰されるなど、県内のみならず、全国的にもその活動が認

められています。一方で、会員数や受注件数では県内でも上位であるものの、企業における定年制

延長、７０歳までの雇用義務等で会員数及び就業実人員数は減少傾向にあります。

○今後の方向性

住民主体の通いの場については新たなリーダーとなりうる人材の発掘及び育成を図り、老人クラ

ブについては引き続き活動への支援を行うとともに、活動の魅力の発信と未加入の理由の調査・分

析を行い、会員の減少の抑制を図ります。

趣味・文化活動を充実させた講座の検討を行います。

また、シルバー人材センターによる人材育成や情報発信のほか、新たな就業分野の開拓などを積

極的に促進します。

▼住民主体の通いの場
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取組の評価と課題

第３章

【主な取組】

【令和３年度から令和６年度までの主な実績等】

○取組又は事業の主な実績

外出又は外出先での移動に支援を要する障がい者に対するヘルパーの同行による移動支援・同行

援護、聴覚障がい者等に対する手話通訳相談、イベント等への手話奉仕員・要約筆記者の派遣によ

るコミュニケーションの支援、視覚障がい者に対する声の市政だより活動を行うとともに、聴覚障

がい者が市の機関においてスムーズに手続等ができるよう遠隔手話通訳サービスの導入を検討しま

した。また、障がい者の雇用促進と工賃向上の地域課題を解決するため、「大村市障がい者雇用促進

ネットワーク会議」で検討を行うとともに、市役所等で「オレンジクローバー」の販売会を開催し

て、障がい者の自立と社会参加促進、工賃の向上に取り組んでいます。

○評価及び課題

移動支援・同行援護の実利用人員は、コロナ禍において減少していましたが、コロナ禍後におい

て、回復傾向にあります。

○今後の方向性

引き続き各事業を実施するとともに、令和７年度から遠隔手話通訳サービスを導入し、県立虹の

原特別支援学校と共催で、企業と障害福祉サービスが集まった障がい者の働き方の相談会を開催す

るなど、更なる障がい者の社会参加への支援に努めます。

③障がい者の社会参加

取組又は事業 概要

同行援護、移動支援事業
外出又は外出先での移動が困難な障がい者に対して、ヘルパー

の同行により移動支援を行います。

意思疎通支援事業

聴覚障がい者などで意思疎通が困難な方に対して手話通訳相

談員、手話奉仕員、要約筆記者等を派遣し、コミュニケーショ

ンの支援を行います。また、視覚障がい者に対する市の情報発

信として、声の広報（ＣＤ）を作成し、希望者へ発送します。

障がい者雇用促進

特別支援学校の生徒や保護者に対して、障がい福祉サービス事

業所の各々のサービスを紹介し、進路の参考となる場の提供を

行います。

オレンジクローバー販売会

の開催

大村市障がい者施設ネットワーク協議会の地域商品ブランド

である「オレンジクローバー」の販売会を市役所等で開催し、

障がい者の自立と社会参加促進、工賃の向上を図ります。



35

取組の評価と課題

第３章

【主な取組】

【令和３年度から令和６年度までの主な実績等】

○取組又は事業の主な実績

放課後や週末等に余裕教室等を活用して子どもたちの安全安心な居場所を設け、地域の方々の参

画を得ながら学習やスポーツ、文化活動、地域住民との交流活動等を行う「放課後子ども教室」を開

催することで、子どもたちの健やかな成長を支援しています。また、市子ども会育成連合会の事業

として各種研修会、イベント等を開催し、子ども会の活性化に取り組んでいます。

市立幼稚園・認定こども園に加え、こども未来館おむらんど、三城保育所及び子育て支援センタ

ーにおいて、親同士の交流や子育ての不安や悩みを相談できる場を提供し、子育てのストレス軽減

や育児不安の解消を図るとともに、遊びを通してこどもの健やかな育ちを促進しています。また、

シルバー人材センターに委託し、市が設置する施設において昔遊びや伝統行事の指導を通して、多

世代交流を行っています（令和４年度末に市立幼稚園閉園）。

④子どもをすこやかに育てる地域づくり

取組又は事業 概要

放課後子ども教室の開催

三浦野性の森などの野外体験学習や松原宿寺子屋塾、平日、放

課後における学校の余裕教室を利用した放課後子ども教室を

開催し、子どもたちの地域とのふれあい活動や居場所づくりを

行います。

子ども大会等の開催

子ども会の活性化や会同士の連携を深めるため、子ども大会や

水ロケット大会、壁画コンクール等を開催します。また、子ど

も会の組織及び加入率の減少対策にも取り組みます。

子育てつどいの開催

市内各所の子育て支援センターにおいて、子育て支援を行いま

す。子育て中の親子が気軽に集い、親子の交流や保育相談、地

域の子育て関連情報の提供などを行います。

市立幼稚園・認定こども園に

おける地域交流の推進

市立幼稚園・認定こども園を、未就園児の遊び場、園児との交

流や親同士の交流の場として開放します。また、地域の子育て

世帯を対象とした育児相談を実施します。

シルバーパワー子育て支援

活用事業

シルバー人材センターに委託し、市立幼稚園において昔遊びや

伝統行事を行い、多世代がふれあう機会を創出します。
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取組の評価と課題

第３章

○評価及び課題

ライフスタイルの多様化や子どもを取り巻く環境が変化する中、放課後子ども教室では、それぞ

れの教室の指導者が運営方法を工夫しながら実施していることもあり、登録児童数が増加していま

す。一方で、定員を上回る申込みがあった教室もあり、指導者の確保が課題となっています。

子ども会育成連合会事業の中にコロナ禍以降において子ども大会など開催ができていないイベン

トがあったり、開催したイベントの中に参加者が年々減少しているものがあります。また、役員の

担い手不足等により、年々活動を休止したり、活動を継続できない子ども会が増加しています。

子育て支援センターの利用者数は、コロナ禍において減少しましたが、コロナ禍後において回復

傾向にあります。一方で、子育て支援の取組を知らないという声もありました。

○今後の方向性

放課後子ども教室についてはコミュニティスクールなどを活用し、指導者の確保を図るとともに、

学校や地域住民の要望などを踏まえ、増設を検討します。

子ども会活動においては、市子ども会育成連合会事業について、子どもや保護者のニーズに合っ

たイベント内容の充実を図るとともに、子ども会の役員の負担軽減、組織の見直しを行います。

子育て支援の取組については、様々な方法で周知を図るとともに、利用や相談がしやすい環境づ

くりに努めていきます。また、引き続きシルバーパワー子育て支援活用事業を実施し、多世代がふ

れあう機会の創出に努めます。
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取組の評価と課題

第３章

目標指標 生活困窮者自立相談支援を受け就労した方の数

【検証結果】

コロナ禍の収束に伴い、「自立相談支援事業の相談件数」が減少するとともに、離職等によるひき

こもり状態から生活リズムが不規則であったり、他の人とコミュニケーションがうまくとれないこ

とで、直ちに就労することが困難な方に対する「就労準備支援事業の利用件数」が増加しているこ

とが、「生活困窮者自立相談支援を受け就労した方の数」が減少していることの要因の一つと思わ

れます。

就労の支援のみを対象とした目標指標となっており、生活困窮者自立支援対策全体の評価を適切

に行うため、目標指標の内容の変更を行います。

基本目標Ⅲ 丸ごと受け止め解決につなげる体制づくり

令和元年度(計画策定時)

３４人

令和６年度(現状)

6人

令和 12年度(最終年度)

５６人

（令和７年度目標）４６人
（出典：大村市内部資料）
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取組の評価と課題

第３章

【主な取組】

【令和３年度から令和６年度までの主な実績等】

○取組又は事業の主な実績

市及び社会福祉協議会において、高齢者、障がい者、子ども、生活困窮者等に関する相談に対応す

るとともに必要な支援を行っています。また、市において、認知症に関する市民に身近な相談窓口

として、「認知症ほっとライン事業所」の登録を進め、社会福祉協議会においては、地域に出向いて

出張相談会を開催しています。

「福祉のしおり」、「健康のしおり」、「子育てガイドブック」等を活用して、各相談窓口の周知

を図っています。

市民の身近な相談相手である民生委員・児童委員への活動支援と広報紙を活用した活動内容の周

知、ホームページ等による社会福祉協議会の事業紹介を行い、支援が必要な方への相談窓口の周知

に努めています。

基本施策９ 相談支援体制の充実

①地域における身近な相談体制の整備

取組又は事業 概要

相談窓口の充実
市役所各課や社会福祉協議会の相談体制の充実を図り、関係機

関も含めた連携強化に努めます。

市民向けガイドブック等を

活用した相談窓口の周知

市民便利帳や福祉のしおり、子育てガイドブック等を活用し相

談窓口の周知を図ります。

子育て支援センターによる

相談の場

こども未来館や市内の保育施設を子育ての拠点と位置づけ、子

育ての悩みや不安を相談できる場を提供します。

民生委員・児童委員への活動

支援と周知

住民の身近な相談相手である民生委員・児童委員に対し、活動

する上で必要な研修機会の充実を図るなど、活動しやすい環境

づくりを支援します。また、活動内容などを広報おおむら等で

周知し、民生委員・児童委員の認知度向上に努めます。

社会福祉協議会の事業の周

知

ホームページや広報紙等を活用し、社会福祉協議会が取り組ん

でいる事業等を紹介し、支援が必要な人に情報が届くように努

めます。
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取組の評価と課題

第３章

○評価及び課題

様々な課題を抱えている人が多く、各相談件数は年々増加し、支援の長期化も課題となっていま

す。相談窓口が十分に周知できていないところもあるため、周知方法の工夫を図っていく必要があ

ります。

また、民生委員・児童委員については、欠員地区が生じており、人材確保が課題となっています。

○今後の方向性

引き続き、相談対応を行うとともに、複数の広報媒体の活用による相談窓口の周知、関係機関と

の連携強化に取り組んでいきます。

民生委員・児童委員については、引き続き活動しやすい環境づくりの支援及び活動内容などの周

知等を行うことにより、認知度向上と人材確保に努めます。

▼民生委員・児童委員の活動内容の周知
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取組の評価と課題

第３章

【主な取組】

【令和３年度から令和６年度までの主な実績等】

○取組又は事業の主な実績

第三者評価制度の類似制度である地域密着型サービスの外部評価制度について、事業者に周知を

行い、未実施の事業者に対しては個別に実施の呼びかけを行っています。

ホームページ、広報紙、ケーブルテレビ等を活用して、様々な福祉サービスの仕組み、利用方法等

の情報提供を行っています。

また、誰もがホームページ等で提供される情報や機能を支障なく利用できるよう、市のホームペ

ージにおいては、日本工業規格に対応することを目標としてアクセシビリティの確保、維持及び向

上に取り組んでおり、社会福祉協議会のホームページにおいても、同様の取組を行っています。

○評価及び課題

地域密着型サービスの外部評価制度の実施により、実施した事業者のサービスの改善及び質の向

上に繋がっています。

福祉に関する情報について、様々な媒体を用いるだけでなく、幅広く届くようにあらゆる機会を

とらえて、提供する必要があります。

社会福祉協議会のホームページにおいては、音声読み上げ機能等のさらなる機能の付与が必要に

なっています。

○今後の方向性

引き続き、地域密着型サービスの外部評価制度について、事業者への周知及び実施の呼びかけを

行うとともに、同制度を実施していない事業者などに対しては適宜、運営指導等を通じた運営体制

の確認を行います。

また、福祉サービスの情報提供に努め、対象者のニーズに基づいて、ホームページ等への機能の

付与を検討していきます。

基本施策１０ 福祉サービスの適正な利用の確保

①サービス評価体制の整備

取組又は事業 概要

第三者評価制度の促進

福祉サービス事業者が提供しているサービスの質を、公正・中

立な立場の第３者機関が専門的かつ客観的に評価する「第三者

評価制度」を事業者へ周知します。

福祉サービスの情報の提供

ホームページや広報紙等を活用し、様々な福祉サービスの仕組

みや、利用方法等について、住民や地域団体などに分かりやす

く情報提供します。視覚や聴覚に障害のある方に対して正しく

情報を伝えられるよう、ウェブアクセシビリティに配慮したホ

ームページの作成に努めます。
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取組の評価と課題

第３章

【主な取組】

【令和３年度から令和６年度までの主な実績等】

○取組又は事業の主な実績

社会福祉協議会において、判断能力が不十分な高齢者や障がい者等であって、日常生活を営むの

に必要なサービスを適切に利用することが困難な方に対して、福祉サービスの利用や日常生活上の

金銭管理の支援を行っています。

○評価及び課題

意思決定能力が低下された方が安心して福祉サービスを利用できるよう支援を行い、本人の福祉

の増進につながっています。一方で、判断能力の低下が著しい人に対しては、成年後見制度への移

行を検討していく必要があります。

○今後の方向性

日常生活自立支援事業の在り方について随時検討を行い、成年後見制度と連携したシステムの構

築を検討していきます。

②サービスの利用援助

取組又は事業 概要

日常生活自立支援事業

判断能力が不十分な、高齢者や障がい者等であって、日常生活

を営むのに必要なサービスを適切に利用することが本人のみ

では困難な方に対し、「専門員」「生活支援員」が福祉サービ

スの利用や日常生活上の金銭管理の支援を行います。
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取組の評価と課題

第３章

【主な取組】

【令和３年度から令和６年度までの主な実績等】

○取組又は事業の主な実績

市及び自立相談支援機関である社会福祉協議会において、ホームページ及び窓口に設置したチラ

シにより、制度の周知を行っています。社会福祉協議会においては、地域における支援の担い手で

ある民生委員・児童委員と地域活動での悩み等を含め、意見交換等を行うなど連携を図っています。

そのほか、市役所各課及び自立相談支援機関で連絡会議を開催し、制度の内容の周知や活動内容の

共有を行い、連携の強化を図っています。

○評価及び課題

支援を必要としているが、相談につながっていない人に対して、制度の周知を図る必要がありま

す。

また、市役所各課及び自立相談支援機関の連絡会議において、制度の周知だけではなく、実際に

連携強化を図るためにどのように情報共有を行っていくかを工夫していく必要があります。

○今後の方向性

社会福祉協議会における出張相談会や民生委員・児童委員との連携を図り、相談につながってい

ない人への制度の周知に努めていきます。

また、市役所各課及び自立相談支援機関の連絡会議の在り方を見直し、関係機関とのさらなる連

携強化に努めていきます。

生活困窮者自立支援対策の推進基本施策１１

①情報提供・相談窓口の充実

取組又は事業 概要

生活困窮者自立支援対策制

度の周知

ホームページの掲載や窓口等へのチラシの設置、民生委員・児

童委員から該当者へチラシの手渡しを行うなど、制度の周知を

図ります。

支援ネットワークの構築
庁内関係各課や支援団体等と連携を図り、適切に相談窓口につ

ながる仕組みづくりを行います。
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取組の評価と課題

第３章

【主な取組】

【令和３年度から令和６年度までの主な実績等】

○取組又は事業の主な実績

対象者の状況に応じて、収支の見える化等による家計改善の支援及び働くことに不安がある方や

他の人とコミュニケーションがうまくとれない方などに就労に向けた段階的な支援を行っています。

また、生活困窮世帯の児童生徒等に対して、学習支援並びに日常生活の悩み及び進学についての助

言を行っています。

○評価及び課題

複合化・複雑化した課題を抱える相談者が多く、支援が長期化しています。

○今後の方向性

引き続き、関係機関と連携し、個別の相談支援を適切に行っていきます。

②生活困窮者への支援の充実

取組又は事業 概要

家計相談支援事業

対象者の状況に応じ、家計支援計画を作成し、同計画に基づき

支援を行います。なお、支援を行うに当たり、生活困窮者の自

立支援計画を作成機関と十分に調整を行い、支援の方法や方向

性等を適宜共有し、連携を図ります。

子どもの学習支援事業

生活困窮世帯の児童生徒等に対し、学習習慣や規則正しい生活

習慣を確立するため、学習支援や日常生活の悩み、進学につい

ての助言を行います。

就労準備支援事業

単に就労に必要な実践的な知識・技能等が欠けているだけでは

なく、生活リズムが崩れている、社会との関わりに不安を抱え

ている、就労意欲が低下している等の複合的な理由により直ち

に就労することが困難な方を対象に、段階的な支援を行いま

す。一般就労に従事する準備としての基礎能力の形成を、計画

的かつ一貫して支援します。
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取組の評価と課題

第３章

【主な取組】

【令和３年度から令和６年度までの主な実績等】

○取組又は事業の主な実績

成年後見制度利用促進協議会を開催し、令和５年度に開設した中核機関の大村市成年後見支援セ

ンターの運営及び制度利用促進の取組に関して意見交換等を行っています。

成年後見制度の利用が必要であるが、申立者となる親族が不在の場合などに市長申立てを行うほ

か、経済的な理由により制度の利用が困難な方に対し、利用に要する費用の助成を行っています。

○評価及び課題

専門職による成年後見人の不足が見込まれるため、市民後見人の養成が必要となっています。ま

た、利用に要する費用の助成利用件数が減少しているため、制度の周知を図っていく必要がありま

す。

○今後の方向性

市民後見人候補者研修を開催し、人材の育成を行います。また、大村市成年後見支援センターと

連携して制度の周知を図り、利用促進へつなげていきます。

基本施策１２ 権利擁護の推進（成年後見制度利用促進計画）

①成年後見制度の利用促進

取組又は事業 概要

成年後見制度利用促進事業

認知症高齢者などの増加により、成年後見制度利用の必要性が

高まっており、広報おおむらやホームページの活用、講座の開

催などにより成年後見制度や相談窓口を広く周知するととも

に、社会福祉士等を配置するなど相談体制を整備し、適切に必

要な支援につなげる地域連携ネットワークの構築を進めるた

め、関係機関と連携を図ります。また、成年後見制度利用促進

協議会において、利用促進方法等の検討を継続し、地域連携ネ

ットワークの中心的な役割を担う中核機関の整備・運営につい

ても関係機関と協議し、早期開設に努めます。

成年後見制度利用支援事業

成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、本人や親族

が申立てを行うのが難しい場合などに市長申立を行うほか、経

済的な理由により制度の利用が困難な方に対し、申立て費用等

を支援します。

成年後見

成年後見
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取組の評価と課題

第３章

【主な取組】

【令和３年度から令和６年度までの主な実績等】

○取組又は事業の主な実績

高齢者に関する様々な相談並びに障がい者及び児童への虐待に関する内容の相談窓口を設置して、

課題解決のための支援を行うとともに、現場の支援者に対する研修会及び虐待防止推進の啓発のた

めの講演会を実施しています。また、母子保健と児童福祉の連携強化や関係機関との連携体制の強

化を図ることで、要保護児童及び要保護支援児童並びにそれらの家庭への細やかな支援を行ってい

ます。

○評価及び課題

関係機関と連携して、虐待防止推進の啓発及び相談内容に対する支援を行っていますが、多様な

相談に対応するため、さらなる関係機関との連携の強化などが必要になっています。また、複雑化

した問題を抱える家庭や孤立した家庭に対して、早期に必要な支援につなぎ、未然防止に努める必

要があります。

○今後の方向性

引き続き、関係機関との連携の強化を図り、問題の早期発見・早期対応に努め、未然防止につなげ

ていきます。また、研修会及び講演会を通して、必要な制度の利用及び虐待防止に係る啓発活動を

行います。

②権利擁護の推進

取組又は事業 概要

高齢者等の総合相談支援事

業及び権利擁護事業

高齢者等からの様々な相談に対応し、地域における保健・医

療・福祉サービス等の制度の利用につなげる支援を行います。

障がい者虐待防止対策支援

事業

「障害者虐待防止センター」において、障がい者虐待に関する

通報、届出の受理、障がい者及び擁護者に対する相談、支援等

を行います。また、障がい者虐待防止に係る広報啓発活動を行

います。

児童虐待防止推進啓発
児童虐待防止推進の啓発のため、関係機関や保護者などを対象

に講演会等を行います。

要保護児童対策の強化

乳児家庭の全戸訪問やこどもセンター等での相談により、保護

者が子育ての不安や悩みを相談しやすい体制を作り、児童虐待

の未然防止を図ります。また、相談員の研修の充実、関係機関

との連携を強化し、要保護、要支援家庭の早期発見、早期対応

に努めます。

成年後見
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第４章 目標指標の変更及び基本施策の見直し

１ 目標指標の変更

基本目標Ⅱにおいては、最終年度の目標値を達成していることから、目標指標の目標値の変更を

行います。また、基本目標Ⅲにおいては、生活困窮者自立支援対策全体の評価を適切に行えるよう

にするため、目標指標の内容を変更します。

目標指標 介護予防のための通いの場の数

（変更前）

目標指標 生活困窮者自立相談支援を受け就労した方の数

（変更後）

目標指標 生活困窮者自立相談支援事業により、自立に向けての改善が見られた人の割合

基本目標Ⅱ 誰もが安心して暮らせる地域づくり

基本目標Ⅲ 丸ごと受け止め解決につなげる体制づくり

令和元年度(計画策定時)

２１か所

令和６年度(現状)

１３２か所

令和 12年度(最終年度)

１７２か所

（計画策定時）100か所以上

令和元年度(計画策定時)

３４人

令和６年度(現状)

6人

令和 12年度(最終年度)

５６人

令和 12年度(最終年度)

９０％

令和６年度(現状)

７８％

（令和７年度目標 100か所）

（令和７年度目標 46人）
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目標指標の変更及び

基本施策の見直し

第４章

２ 基本施策の見直し

関係機関との連携、取組の内容等の状況により、基本施策における主な取組の内容を一部見直し

ます。

１ 主な取組の内容を変更するもの

【主な取組】※Ｐ１４参照

基本目標Ⅰ ふれあいを大切にする地域づくり

基本施策１ 地域福祉の意識を広げる環境づくり

③分野を越えてふれあう機会の取組

取組又は事業 概要 担当部署等

変

更

前

農福連携マルシェの

実施

農業と福祉のコラボイベント「農福連携マ

ルシェ」を実施し、障がい者にとっての職

域拡大や働くことによる収入増、農業の担

い手不足解消につなげます。

障がい福祉課

農林水産振興課

変

更

後

農福連携の推進

「大村ノウフクネットワーク」の活動によ

り、農業の担い手不足の解消、障がい者施

設の工賃向上等、双方の課題解決につなげ

ます。

農業経営支援課

障がい福祉課

変

更

理

由

令和６年６月に「大村ノウフクネットワーク」を設立し、農福連携を推進しているため。
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目標指標の変更及び

基本施策の見直し

第４章

【主な取組】※Ｐ２５参照

基本目標Ⅱ 誰もが安心して暮らせる地域づくり

地域の防災体制づくりの推進基本施策５

②地域の避難支援体制づくりの推進

取組又は事業 概要 担当部署等

変

更

前

避難行動要支援者への

支援

自力での避難が困難で支援が必要と思われ

る人を対象に名簿への登録を呼びかけ、災害

時に速やかな避難支援を受けられるよう支

援体制を整備します。

福祉総務課

変

更

後

避難行動要支援者への

支援

自力での避難が困難で支援が必要と思われ

る人を対象に避難行動要支援者名簿への登

録の呼びかけや個別避難計画の作成を進め、

災害時に速やかな避難支援を受けられるよ

う支援体制を整備します。

関係課

変

更

理

由

令和３年５月に災害対策基本法が改正され、個別避難計画の作成に関する努力義務規定が新設

されたため。



49

目標指標の変更及び

基本施策の見直し

第４章

２ 主な取組を追加するもの

【主な取組】※Ｐ１５参照

【主な取組】※Ｐ１９参照

【主な取組】※Ｐ２２参照

基本目標Ⅰ ふれあいを大切にする地域づくり

基本施策２ 声を掛け・見守る地域づくりの推進

①子ども・高齢者・障がい者への見守りと支援

基本施策４ 地域活動の充実

①各団体等への活動に対する支援

③地域福祉を推進する拠点づくり

取組又は事業 概要 担当部署等

「おむすび。」地域助け

合いサービス

生活の小さな困りごとで助けが必要な「おね

がい市民」と、お手伝いをしたい「まかせて

市民」をつなぎ、地域で助け合う仕組みを構

築し、生活の支援につなげます。

男女いきいき推進課

取組又は事業 概要 担当部署等

社会福祉法人による公益

的な取組の促進

社会福祉法人の努力義務とされている「地域

における公益的な取組」について、市内の社

会福祉法人に対し、市内及び他の市町におけ

る事例等の周知を行い、同取組の促進を図り

ます。

関係課

共同募金配分金事業

地域福祉の推進のため、共同募金配分金か

ら、ボランティア団体や福祉活動推進団体に

運営費の助成を行います。

社会福祉協議会

取組又は事業 概要 担当部署等

地域における居場所づく

り

地域住民の相互の交流、活動等の拠点となる

居場所づくりの取組を行います。
関係課
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目標指標の変更及び

基本施策の見直し

第４章

【主な取組】※Ｐ２８参照

【主な取組】※Ｐ３４参照

【主な取組】※Ｐ３５参照

基本目標Ⅱ 誰もが安心して暮らせる地域づくり

地域の防犯・安全体制づくりの推進基本施策６

②地域の交通安全の推進

いきいきとした地域づくりの推進基本施策８

③障がい者の社会参加

④子どもをすこやかに育てる地域づくり

取組又は事業 概要 担当部署等

交通安全講話
警察署と連携し、高齢者に対する交通安全講

話を行います。
社会福祉協議会

取組又は事業 概要 担当部署等

医療的ケア児訪問型レス

パイト事業

医療的ケアを要する児童（医療的ケア児）及

びその家族に対する支援として、在宅で生活

している医療的ケア児に対し、自宅や外出先

で医療保険適用外となる訪問看護サービス

を利用できる体制を整え、医療的ケア児の社

会参加促進や介護者である家族の負担軽減

を図ります。

障がい福祉課

取組又は事業 概要 担当部署等

ファミリー・サポート・

センター事業

子育てのお手伝いをしてほしい「おねがい会

員」と子育てを応援したい「まかせて会員」

をつなぎ、地域における子育て力の向上や子

育て支援活動の推進を図り、安心して子育て

できる環境の整備と仕事や子育てが両立で

きる社会づくりに努めます。

こども政策課
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目標指標の変更及び

基本施策の見直し

第４章

【主な取組】※Ｐ３８参照

【主な取組】※Ｐ４４参照

基本目標Ⅲ 丸ごと受け止め解決につなげる体制づくり

相談支援体制の充実基本施策９

①地域における身近な相談体制の整備

生活困窮者自立支援対策の推進基本施策１１

②生活困窮者への支援の充実

取組又は事業 概要 担当部署等

福祉サービス等の支援を

必要とする犯罪をした人

等の相談対応

福祉サービス等の支援を必要とする犯罪を

した人等の相談に応じ、必要な支援を行いま

す。

関係課

自殺予防に関する相談対

応

自殺の背景となる多重債務、過労、健康問題、

いじめ、家庭問題などの悩みを抱える人に対

し、電話等の相談窓口を設置し、相談に対応

するとともに、関係機関等と連携して必要な

支援を行います。

国保けんこう課

取組又は事業 概要 担当部署等

住居確保給付金の支給

離職等により収入が減少し、住居喪失又はそ

のおそれがあり、一定の要件を満たす生活困

窮者に対して、住まいの確保を目的とした給

付金を支給します。

福祉総務課

小・中学校就学援助事業

経済的理由によって、就学が困難な保護者に

対して、学校用品費等を援助することで、義

務教育の円滑な実施を図ります。

教育総務課

歳末助け合い募金の活用

歳末助け合い募金の配分金を、支援を必要と

している生活困窮世帯（生活保護世帯を除

く）に対して、見舞金や支援物資の財源とし

て活用します。

社会福祉協議会
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目標指標の変更及び

基本施策の見直し

第４章

【主な取組】※Ｐ４５参照

基本施策１２ 権利擁護の推進（成年後見制度利用促進計画）

①成年後見制度の利用促進

取組又は事業 概要 担当部署等

法人後見事業

社会福祉協議会が成年後見人等となり、成年

被後見人等の意思を尊重した支援を行いま

す。また、地域住民や福祉・法律の関係団体

と連携して、個々の対象者ごとに見守りネッ

トワークを構築します。

社会福祉協議会
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第5章 資料編

今回の中間見直しにより目標指標の変更及び基本施策の見直し並びに字句の整理を行った後の目

標指標及び基本施策を掲載しています。

【主な取組】

基本目標Ⅰ ふれあいを大切にする地域づくり

基本施策１ 地域福祉の意識を広げる環境づくり

①啓発・広報活動の推進

取組又は事業 概要 担当部署等

広報おおむらを活用した福

祉の広報活動

広報おおむらへ福祉に関する記事を掲載

し、意識の啓発を行います。
関係課

インターネットを活用した

福祉の広報活動

ＳＮＳやスマートフォンアプリなどを活用

し、福祉に関する広報活動を行います。
関係課

○○週間等の周知

障害者週間や世界アルツハイマーデーなど

の福祉関係の啓発期間に併せて、広報おお

むらへの特集記事掲載や大村公園等のライ

トアップによる啓発活動を行います。

関係課

障がい者福祉関連イベント

による啓発

様々なテーマで障がいに関する研修会など

を開催し、障がいのあるなしに関わらず幅

広い住民に対し、障がいについての啓発を

行います。

障がい福祉課

おおむら支え合いプランの

周知

広報おおむらやホームページへの掲載、公

共施設への閲覧用冊子の設置など、おおむ

ら支え合いプランの周知を図ります。

福祉総務課

社協だより等を活用した啓

発活動

社協が作成する広報紙等を活用し、啓発活

動を行います。
社会福祉協議会
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資料編

第５章

【主な取組】

【主な取組】

②福祉教育の推進

③分野を越えてふれあう機会の取組

取組又は事業 概要 担当部署等

障がい者団体と小学生の交

流学習

小学校や特別支援学校で、障がい者と児童

による「花植え交流会」を実施し、ふれあい

の場を作ります。

障がい福祉課

子育て支援センター活動事

業

地域子育て支援センターにおいて、子育て

に関する講座の企画及び開催を行います。
こども政策課

学校等における福祉教育

市内の学校等に出向き、車いす体験や高齢

者疑似体験学習、福祉講話等の福祉学習を

行います。

社会福祉協議会

取組又は事業 概要 担当部署等

複合的な福祉関連イベント

の実施

健康・福祉まつりなどにおいて、福祉の関係

団体等と連携し複合的なイベントを行いま

す。

国保けんこう課

農福連携の推進

「大村ノウフクネットワーク」の活動によ

り、農業の担い手不足の解消、障がい者施設

の工賃向上等、双方の課題解決につなげま

す。

農業経営支援課

障がい福祉課
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第５章
資料編

【主な取組】

基本施策２ 声を掛け・見守る地域づくりの推進

①子ども・高齢者・障がい者への見守りと支援

取組又は事業 概要 担当部署等

赤ちゃん訪問事業

全ての誕生児の家庭を生後４か月までに訪

問し、適切な保健指導や子育ての情報提供

を行います。

こども家庭課

認知症高齢者見守り事業

高齢者等見守りネットワーク協議会を開催

し、高齢者等の見守り支援を行うためのネ

ットワーク構築を図ります。また、認知症に

よる徘徊行動のある高齢者向けにＧＰＳの

貸与を行います。

長寿介護課

(地域包括支援センター)

食の自立支援事業

高齢者に対し、管理栄養士が訪問や電話な

どにより食事指導、食の情報提供などを行

います。また、民間の配食サービスの活用等

により見守りにつなげます。

長寿介護課

(地域包括支援センター)

認知症サポーター養成講座

認知症を理解し、支援する人を地域に増や

すため、認知症サポーター養成講座を開催

します。

長寿介護課

(地域包括支援センター)

ごみのふれあい収集事業

家庭ごみを集積所まで運ぶことが困難な高

齢者や障がいがある方などを対象に、玄関

先などでごみ収集を行い、希望者には収集

時に見守り活動として声掛けをします。

環境センター

障害者自立支援協議会にお

ける障がい者の地域生活支

援

障害者自立支援協議会各部会において、障

がい者の地域生活の支援に必要な体制づく

りを行います。

社会福祉協議会

「おむすび。」地域助け合い

サービス

生活の小さな困りごとで助けが必要な「お

ねがい市民」と、お手伝いをしたい「まかせ

て市民」をつなぎ、地域で助け合う仕組みを

構築し、生活の支援につなげます。

男女いきいき推進課
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資料編

第５章

【主な取組】

【主な取組】

基本施策３ 地域福祉の担い手の確保・育成

①新たな担い手の掘り起こし

②地域活動を担う人材の育成

取組又は事業 概要 担当部署等

広報媒体を活用した情報発

信

広報おおむらやホームページ、ＳＮＳ等の

広報媒体を活用して、地域の様々な交流イ

ベントを紹介し、地域への関心を高めて誰

でも気軽に参加できる雰囲気づくりを行い

ます。

広報戦略課

ボランティア団体の活動紹

介

大村市ボランティアセンターが作成する広

報紙「あいわーく通信」でボランティア団体

の紹介を行います。

社会福祉協議会

取組又は事業 概要 担当部署等

市民向けセミナーの開催

市民向けに地域福祉関係のセミナーや講演

会を開催し、地域活動を担う人材の育成に

取り組みます。

関係課

社会福祉協議会

ボランティア育成講座の開

催

ボランティアセンターが主体となってボラ

ンティア育成講座を開催し、ボランティア

意識の啓発や活動意欲を高めます。

社会福祉協議会

社会福祉大会の開催

隔年で社会福祉大会を開催し、社会福祉事

業に功績のあった個人や団体の表彰や地域

福祉に関する講演会等を行い、地域福祉の

推進を図ります。

社会福祉協議会
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第５章
資料編

【主な取組】

基本施策４ 地域活動の充実

①各団体等への活動に対する支援

取組又は事業 概要 担当部署等

地域活動組織の加入促進
町内会、子ども会、老人クラブといった地域

の核となる組織の加入促進を行います。
関係課

住民主導型地域活性化事業

地域住民が自ら考え、自ら行う地域づくり

の活動等に対し、地域げんき交付金やなん

でんかんでんチャレンジ４０助成金を交付

します。

地域げんき課

ボランティア（活動、団体設

立・運営等）に関するアドバ

イス、周知・啓発

ボランティアやＮＰＯ活動に関する情報の

収集や提供を行うとともに、ボランティア

活動をしたい方を登録し、活動先の調整を

行います。

男女いきいき推進課

（ボランティアセンター）

福祉関係団体の連携

福祉関係団体の円滑な運営のため、総合福

祉センター内にある福祉関係団体との連絡

協議会を開催します。

社会福祉協議会

社会福祉法人による公益的

な取組の促進

社会福祉法人の努力義務とされている「地

域における公益的な取組」について、市内の

社会福祉法人に対し、市内及び他の市町に

おける事例等の周知を行い、同取組の促進

を図ります。

関係課

共同募金配分金事業

地域福祉の推進のため、共同募金配分金か

ら、ボランティア団体や福祉活動推進団体

に運営費の助成を行います。

社会福祉協議会
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資料編

第５章

【主な取組】

【主な取組】

②身近な地域での地域福祉の推進

③地域福祉を推進する拠点づくり

取組又は事業 概要 担当部署等

市民活動推進協議会の開催

ボランティア団体、ＮＰＯ、民生委員・児童

委員、行政などの委員で構成する市民活動

推進協議会を開催し、市民活動の恒常的な

展開を図ります。

社会福祉協議会

地区活動計画の策定と推進

地域福祉活動計画推進のため、地区社会福

祉協議会会長会や福祉団体連絡会議を開催

し、地区活動計画未策定地区において、計画

の策定を行い地域福祉の推進に努めます。

社会福祉協議会

取組又は事業 概要 担当部署等

総合福祉センターの利用促

進

総合福祉センターを地域福祉の拠点とする

ため、利用団体との懇談会の意見を総合福

祉センターの運営に活かし、さらなる利用

促進に努めます。

社会福祉協議会

地域における居場所づくり
地域住民の相互の交流、活動等の拠点とな

る居場所づくりの取組を行います。
関係課
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第５章
資料編

【主な取組】

【主な取組】

基本目標Ⅱ 誰もが安心して暮らせる地域づくり

地域の防災体制づくりの推進基本施策５

①地域の防災体制の整備

②地域の避難支援体制づくりの推進

取組又は事業 概要 担当部署等

自主防災組織の結成と訓練

の支援

地域防災にとって重要な自主防災組織の結

成を呼びかけるとともに、自主防災組織に

対する訓練を支援し、防災に対する意識を

高めます。

安全対策課

災害情報の発信

自然災害などから市民の生命、身体及び財

産を守るため、市内全世帯、民間事業所へ防

災ラジオを無償貸与し、災害情報等の発信

を行います。また、Facebook や LINE などの

ＳＮＳも活用した情報発信を行います。

安全対策課

取組又は事業 概要 担当部署等

避難行動要支援者への支援

自力での避難が困難で支援が必要と思われ

る人を対象に避難行動要支援者名簿への登

録の呼びかけや個別避難計画の作成を進

め、災害時に速やかな避難支援を受けられ

るよう支援体制を整備します。

関係課
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資料編

第５章

取組又は事業 概要 担当部署等

福祉介護避難所の確保

指定避難所などでの避難生活が困難な、特

別な配慮を要する、避難行動要支援者を受

け入れるため、福祉施設等と協定を締結し、

災害時の２次的避難所の確保に努めます。

福祉総務課

災害後の生活再建に向けた

共助の取組の推進

大規模災害時における、被災者の早期生活

再建を促進するため、災害ボランティアセ

ンターが円滑に運営できる体制づくりを行

います。

男女いきいき推進課

社会福祉協議会



61

第５章
資料編

【主な取組】

【主な取組】

地域の防犯・安全体制づくりの推進基本施策６

①地域の防犯体制の整備

②地域の交通安全の推進

取組又は事業 概要 担当部署等

わんわんパトロールへの活

動支援

通学路等において、犬の散歩をしながら子

どもたちに愛の声かけを行う「わんわんパ

トロール」の広報活動の支援を行います。

社会教育課

(少年センター)

子ども１１０番の家の設置

子どもたちが危険に遭遇したりトラブルに

巻き込まれそうになった際、助けを求めて

駆け込むことができるよう、地域の方々に

「子ども１１０番の家」への協力を働きか

けます。

社会教育課

(少年センター)

防犯灯の設置
防犯灯の設置により、地域の防犯活動の支

援を行います。

安全対策課

地域げんき課

地域安全運動
小学校や中学校の登下校時間帯に、児童生

徒に対する防犯啓発活動を行います。
安全対策課

取組又は事業 概要 担当部署等

カーブミラー等の設置

地域の要望に応じて見通しの悪い交差点等

にカーブミラー等を設置し、地域の交通安

全に寄与します。

安全対策課

道路整備課

交通安全指導事業
大村市交通指導員による交通安全推進等の

活動を行い、交通事故防止を図ります。
安全対策課

交通安全講話
警察署と連携し、高齢者に対する交通安全

講話を行います。
社会福祉協議会
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資料編

第５章

【主な取組】

【主な取組】

地域における健康づくりの推進基本施策７

①地域における健康づくりの推進

②地域における食育の推進

取組又は事業 概要 担当部署等

健康教育事業

地域住民の健康の増進を図るため、医師、保

健師、管理栄養士、健康運動指導士などによ

る健康づくりに関する講座などを開催しま

す。

国保けんこう課

健康づくり推進員活動

ウォーキングや健康体操などを通じて地域

住民の健康づくりを支援する「健康づくり

推進員」の養成及び活動の支援、周知を行

い、住民の健康づくりに取り組みます。

国保けんこう課

取組又は事業 概要 担当部署等

食生活改善推進員活動

食に関する活動を通じて地域住民の健康づ

くりを支援する「食生活改善推進員」の養成

及び活動の支援、周知を行い、住民の健康づ

くりに取り組みます。

国保けんこう課
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第５章
資料編

【主な取組】

【主な取組】

いきいきとした地域づくりの推進基本施策８

①地域包括ケアシステムの推進

②高齢者の生きがいづくり

取組又は事業 概要 担当部署等

包括的・継続的ケアマネジメ

ント事業

主任介護支援専門員が、事業所の介護支援

専門員等に対し制度等に関する情報提供、

支援困難事例への助言指導、医療機関を含

めた関係機関との連携体制の支援を行いま

す。また、介護保険サービス以外の地域にお

ける様々な社会資源を活用できるよう、地

域の連携・協力体制を整備します。

長寿介護課

(地域包括支援センター)

在宅医療・介護連携推進事業

医療・介護関係職の多職種連携の推進や２

４時間コールセンター、救急医療情報キッ

ト、在宅医療等に関する普及啓発を行いま

す。

長寿介護課

(地域包括支援センター)

取組又は事業 概要 担当部署等

介護予防のための通いの場

の整備

地域に既存する趣味の会やサークル活動な

どを把握し、介護予防の視点を持った活動

を加えてもらうことで、新たな通いの場の

創出を図ります。また、住民主体の活動が継

続できるような支援体制を整えることで、

高齢者の健康づくりと生きがいづくりにつ

なげます。

長寿介護課

(地域包括支援センター)

熟年大学校事業

コミュニティセンターやふれあい館等を利

用して、趣味的なものから教養講座まで、幅

広い内容の講座を開催し、高齢者の生きが

い・学習意欲を高めます。

長寿介護課

(地域包括支援センター)

人生ノートの書き方講座

これまでの人生を振り返りこれからの人生

を考えることで、人生をより豊かなものに

するためのツール「人生ノート」の書き方講

座を開催します。

長寿介護課

(地域包括支援センター)
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第５章

【主な取組】

③障がい者の社会参加

取組又は事業 概要 担当部署等

老人クラブ活動促進
老人クラブが実施するレクリエーションや

地域との交流活動などを支援します。

長寿介護課

(地域包括支援センター)

シルバー人材センター事業

高齢者の能力の積極的な活用や就業機会の

確保など、高齢者の活躍の場を創出するた

め、シルバー人材センターによる人材育成

や情報発信のほか、新たな就業分野の開拓

などを積極的に促進します。

商工振興課

取組又は事業 概要 担当部署等

同行援護、移動支援事業

外出又は外出先での移動が困難な障がい者

に対して、ヘルパーの同行により移動支援

を行います。

障がい福祉課

意思疎通支援事業

聴覚障がい者などで意思疎通が困難な方に

対して手話通訳相談員、手話奉仕員、要約筆

記者等を派遣し、コミュニケーションの支

援を行います。また、視覚障がい者に対する

市の情報発信として、声の広報（ＣＤ）を作

成し、希望者へ発送します。

障がい福祉課

障がい者雇用促進

特別支援学校の生徒や保護者に対して、障

がい福祉サービス事業所の各々のサービス

を紹介し、進路の参考となる場の提供を行

います。

障がい福祉課

オレンジクローバー販売会

の開催

大村市障がい者施設ネットワーク協議会の

地域商品ブランドである「オレンジクロー

バー」の販売会を市役所等で開催し、障がい

者の自立と社会参加促進、工賃の向上を図

ります。

障がい福祉課

医療的ケア児訪問型レスパ

イト事業

医療的ケアを要する児童（医療的ケア児）及

びその家族に対する支援として、在宅で生

活している医療的ケア児に対し、自宅や外

出先で医療保険適用外となる訪問看護サー

ビスを利用できる体制を整え、医療的ケア

児の社会参加促進や介護者である家族の負

担軽減を図ります。

障がい福祉課
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【主な取組】

④子どもをすこやかに育てる地域づくり

取組又は事業 概要 担当部署等

放課後子ども教室の開催

三浦野性の森などの野外体験学習や松原宿

寺子屋塾、平日、放課後における学校の余裕

教室を利用した放課後子ども教室を開催

し、子どもたちの地域とのふれあい活動や

居場所づくりを行います。

社会教育課

子ども大会等の開催

子ども会の活性化や会同士の連携を深める

ため、子ども大会や水ロケット大会、壁画コ

ンクール等を開催します。また、子ども会の

組織及び加入率の減少対策にも取り組みま

す。

社会教育課

子育てつどいの開催

市内各所の子育て支援センターにおいて、

子育て支援を行います。子育て中の親子が

気軽に集い、親子の交流や育児相談、地域の

子育て関連情報の提供などを行います。

こども政策課

市立認定こども園等におけ

る地域交流の推進

市立認定こども園等で、未就園児の遊び場、

園児との交流や親同士の交流の場として開

放するとともに、地域の子育て世帯を対象

とした育児相談を実施します。

こども政策課

シルバーパワー子育て支援

活用事業

シルバー人材センターに委託し、市が設置

する施設において昔遊びや伝統行事等を行

い、多世代がふれあう機会を創出します。

こども政策課

ファミリー・サポート・セン

ター事業

子育てのお手伝いをしてほしい「おねがい

会員」と子育てを応援したい「まかせて会

員」をつなぎ、地域における子育て力の向上

や子育て支援活動の推進を図り、安心して

子育てできる環境の整備と仕事や子育てが

両立できる社会づくりに努めます。

こども政策課
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第５章

【主な取組】

基本目標Ⅲ 丸ごと受け止め解決につなげる体制づくり

基本施策９ 相談支援体制の充実

①地域における身近な相談体制の整備

取組又は事業 概要 担当部署等

相談窓口の充実

市役所各課や社会福祉協議会の相談体制の

充実を図り、関係機関も含めた連携強化に

努めます。

関係課

社会福祉協議会

市民向けガイドブック等を

活用した相談窓口の周知

福祉のしおり、子育てガイドブック等を活

用し相談窓口の周知を図ります。
関係課

子育て支援センターによる

相談の場

こども未来館や市内の保育施設を子育ての

拠点と位置づけ、子育ての悩みや不安を相

談できる場を提供します。

こども政策課

民生委員・児童委員への活動

支援と周知

住民の身近な相談相手である民生委員・児

童委員に対し、活動する上で必要な研修機

会の充実を図るなど、活動しやすい環境づ

くりを支援します。また、活動内容などを広

報おおむら等で周知します。これらの取組

等により、民生委員・児童委員の認知度向上

と人材確保に努めます。

福祉総務課

社会福祉協議会の事業の周

知

ホームページや広報紙等を活用し、社会福

祉協議会が取り組んでいる事業等を紹介

し、支援が必要な人に情報が届くように努

めます。

社会福祉協議会
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【主な取組】

【主な取組】

基本施策１０ 福祉サービスの適正な利用の確保

①サービス評価体制の整備

②サービスの利用援助

取組又は事業 概要 担当部署等

第三者評価制度の促進

福祉サービス事業者が提供しているサービ

スの質を、公正・中立な立場の第３者機関が

専門的かつ客観的に評価する「第三者評価

制度」を事業者へ周知します。

関係課

福祉サービスの情報の提供

ホームページや広報紙等を活用し、様々な

福祉サービスの仕組みや、利用方法等につ

いて、住民や地域団体などに分かりやすく

情報提供します。視覚や聴覚に障害のある

方に対して正しく情報を伝えられるよう、

ウェブアクセシビリティに配慮したホーム

ページの作成に努めます。

関係課

社会福祉協議会

取組又は事業 概要 担当部署等

日常生活自立支援事業

判断能力が不十分な、高齢者や障がい者等

であって、日常生活を営むのに必要なサー

ビスを適切に利用することが本人のみでは

困難な方に対し、「専門員」「生活支援員」

が福祉サービスの利用や日常生活上の金銭

管理の支援を行います。

社会福祉協議会
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第５章

【主な取組】

【主な取組】

生活困窮者自立支援対策の推進基本施策１１

①情報提供・相談窓口の充実

②生活困窮者への支援の充実

取組又は事業 概要 担当部署等

生活困窮者自立支援制度の

周知

ホームページの掲載や窓口等へのチラシの

設置、民生委員・児童委員から該当者へチラ

シの手渡しを行うなど、制度の周知を図り

ます。

福祉総務課

社会福祉協議会

支援ネットワークの構築

庁内関係各課や支援団体等と連携を図り、

適切に相談窓口につながる仕組みづくりを

行います。

福祉総務課

社会福祉協議会

取組又は事業 概要 担当部署等

家計改善支援事業

対象者の状況に応じ、家計支援計画を作成

し、同計画に基づき支援を行います。なお、

支援を行うに当たり、生活困窮者の自立支

援計画を作成機関と十分に調整を行い、支

援の方法や方向性等を適宜共有し、連携を

図ります。

福祉総務課

子どもの学習支援事業

生活困窮世帯の児童に対し、学習習慣や規

則正しい生活習慣を確立するため、学習支

援や日常生活の悩み、進学についての助言

を行います。

こども支援課

就労準備支援事業

単に就労に必要な実践的な知識・技能等が

欠けているだけではなく、生活リズムが崩

れている、社会との関わりに不安を抱えて

いる、就労意欲が低下している等の複合的

な理由により直ちに就労することが困難な

方を対象に、段階的な支援を行います。一般

就労に従事する準備としての基礎能力の形

成を、計画的かつ一貫して支援します。

福祉総務課
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取組又は事業 概要 担当部署等

住居確保給付金の支給

離職等により収入が減少し、住居喪失又は

そのおそれがあり、一定の要件を満たす生

活困窮者に対して、住まいの確保を目的と

した給付金を支給します。

福祉総務課

小・中学校就学援助事業

経済的理由によって、就学が困難な保護者

に対して、学校用品費等を援助することで、

義務教育の円滑な実施を図ります。

教育総務課

歳末助け合い募金の活用

歳末助け合い募金の配分金を、支援を必要

としている生活困窮世帯（生活保護世帯を

除く）に対して、見舞金や支援物資の財源と

して活用します。

社会福祉協議会
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【主な取組】

基本施策１２ 権利擁護の推進（成年後見制度利用促進計画）

①成年後見制度の利用促進

取組又は事業 概要 担当部署等

成年後見制度利用促進事業

認知症高齢者などの増加により、成年後見

制度利用の必要性が高まっており、広報お

おむらやホームページの活用、講座の開催

などにより成年後見制度や相談窓口を広く

周知するとともに、適切に必要な支援につ

なげる地域連携ネットワークの構築を進め

るため、関係機関と連携を図ります。

また、成年後見制度利用促進協議会におい

て、利用促進方法等の検討を継続するとと

もに、地域連携ネットワークの中心的な役

割を担う中核機関についても協議を行い、

よりよい運営に努めます。

長寿介護課

(地域包括支援センター)

障がい福祉課

成年後見制度利用支援事業

成年後見制度の利用が必要であるにもかか

わらず、本人や親族が申立てを行うのが難

しい場合などに市長申立を行うほか、経済

的な理由により制度の利用が困難な方に対

し、申立て費用等を支援します。

長寿介護課

(地域包括支援センター)

障がい福祉課

法人後見事業

社会福祉協議会が成年後見人等となり、成

年被後見人等の意思を尊重した支援を行い

ます。また、地域住民や福祉・法律の関係団

体と連携して、個々の対象者ごとに見守り

ネットワークを構築します。

社会福祉協議会

成年後見

成年後見
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【主な取組】

②権利擁護の推進

取組又は事業 概要 担当部署等

高齢者等の総合相談支援事

業及び権利擁護事業

高齢者等からの様々な相談に対応し、地域

における保健・医療・福祉サービス等の制度

の利用につなげる支援を行います。

長寿介護課

(地域包括支援センター)

障がい福祉課

障がい者虐待防止対策支援

事業

「障害者虐待防止センター」において、障が

い者虐待に関する通報、届出の受理、障がい

者及び擁護者に対する相談、支援等を行い

ます。また、障がい者虐待防止に係る広報啓

発活動を行います。

障がい福祉課

社会福祉協議会

児童虐待防止推進啓発

児童虐待防止推進の啓発のため、関係機関

や保護者などを対象に講演会等を行いま

す。

こども家庭課

要保護児童対策の強化

乳児家庭の全戸訪問やこどもセンター等で

の相談により、保護者が子育ての不安や悩

みを相談しやすい体制を作り、児童虐待の

未然防止を図ります。また、相談員の研修の

充実、関係機関との連携を強化し、要保護、

要支援家庭の早期発見、早期対応に努めま

す。

こども家庭課

成年後見
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